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軽症患者の医療費助成が認められなくなった新制度について、 

毎日新聞が取り上げ、報道してくださいました。 

5月9日に毎日新聞の記者さんが JPA事務所に見え、上記の件の取材を森代表が受けました。 

経過措置終了後、軽症者の受給状況がどうなっているのかが把握できないことを伝えたところ、毎日新聞の方で

各都道府県に調査をかけ、39府県からの回答を得たとのことでした。 

厚労省難病対策課には JPAとして、各都道府県の実態を教えてほしい旨の要望をしており、現在まとめ中とい

うお返事を頂いているところですが、新聞報道が追い風となり、早めに実態結果のまとめが示されるものと思いま

す。示され次第、お送りさせていただきます。 

 

                   

 

 

1面 トップです 
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３面 縮小版で読

みづらいのですが 

 



続 報 毎日新聞のネットニュースに掲載。 

 

医療費助成外れは１５万人 加藤厚労相明らかに 
 
毎日新聞2018年6月19 日 10時26分 
（https://mainichi.jp/articles/20180619/k00/00e/040/210000cより引用） 
 

 

 ニュース記事 

難病患者への医療費助成制度の変更に伴い多くの軽症者が対象から外れた問題で、加藤

勝信厚生労働相は１９日の閣議後記者会見で、今年１月から助成がなくなった患者は約１５万

人に上ると明らかにした。経過措置で助成を受けていた人の約２割に相当するという。 

 ２０１５年の難病法施行で、国は医療費助成の対象疾患を拡大する一方、軽症者を原則

対象外とした。同法施行前から助成を受けていた患者には経過措置として昨年１２月末まで病

状の軽重に関わらず助成を続けていたが、毎日新聞の調査では今年１月以降、少なくとも３９

府県で約５万６０００人の助成継続が認められていなかった。 

 加藤氏は、約７２万７０００人の経過措置対象者の８割の約５７万７０００人が引き続き認定

されたとする一方、２割は「不認定」や「申請なし」で助成対象外となったと説明。対象外となっ

た患者の生活実態を調査しているとして「調査結果や（国の）難病対策委員会における議論も

踏まえながら、難病対策の推進に努めたい」と述べた。【横田愛】 

 

明日開催される難病対策委員会においても、この件に関して発表等があることが予想されます。 

新たな情報が入り次第、お知らせを致します。 

 

 

 

 

大阪地震で被害にあわれた方々に、お見舞い申し上げます。 
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